
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る

空
き
家
対
策
につい
て

下
派
立
自
治
会
　
白
川
　
亨
　
会
長

人
口
減
少
対
策
につい
て

上
相
野
自
治
会
　
奈
良
俊
行
　
会
長

町
内
会
会
員
の
減
少
に

つい
て

浮
巣
町
内
会
　
長
内
誠
二
　
幹
事

雑
草
や
木
等
手
入
れ
さ
れ
て

い
な
い
家
、屋
根
の
ト
タ
ン
が

は
が
れ
て
そ
の
ま
ま
の
家（
一

部
は
地
区
内
で
対
応
）が
あ
り
、害
虫
、

動
物
の
す
み
か
と
な
っ
て
い
る
。今
後
も

少
子
高
齢
化
し
、大
問
題
と
な
る
前
に

対
策
は
あ
る
の
か
。

現
在
、本
市
で
は
職
員
で
構

成
し
た
空
家
等
対
策
検
討

委
員
会
で
空
き
家
対
策
の
協

議
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、市
民
等
か
ら

の
情
報
提
供
を
受
け
、現
地
確
認
後
の

調
査
を
行
い
、空
き
家
所
有
者
や
相
続

人
、ま
た
は
保
存
義
務
者
等
を
特
定
し
、

空
き
家
の
適
正
な
管
理
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
通
知
し
ま
す
。そ
の
他
、現
在
は

木
造
住
宅
の
除
却
を
実
施
す
る
方
に
対

し
、さ
ま
ざ
ま
な
要
件
は
あ
り
ま
す
が
、

補
助
金
の
交
付
を
実
施
し
て
い
ま
す
。少

子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
は
全
国
的

な
傾
向
で
あ
り
、今
後
、空
き
家
は
増
加

し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、自
治

会
長
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、自

治
会
内
の
老
朽
化
し
た
空
家
等
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、情
報
提
供
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

今
ま
で
実
施
し
た
対
策
、今

後
の
対
策
計
画
に
つ
い
て
。

第
1
に
基
幹
産
業
で
あ
る
農

業
の
推
進
と
し
て
、新
規
就

農
者
支
援
、市
産
農
産
物
の

ブ
ラ
ン
ド
力
向
上
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

第
2
に
移
住
定
住
を
促
進
す
る
た
め
、

子
育
て
世
帯
等
へ
の
家
賃
補
助
事
業
等

を
実
施
し
て
い
ま
す
。第
3
に
結
婚
支
援

と
し
て
、結
婚
に
関
す
る
情
報
提
供
や

出
会
い
の
場
を
創
出
し
、そ
の
活
動
支

援
を
し
て
い
ま
す
。　
第
4
に
妊
娠
・
出

産
・
子
育
て
支
援
の
充
実
と
し
て
、妊
娠

期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の

な
い
支
援
、18
歳
ま
で
の
子
ど
も
に
係
る

医
療
費
負
担
等
を
実
施
し
経
済
的
負

担
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。今
後
に
つ
い

て
は
、来
年
度
第
3
次
つ
が
る
市
総
合

計
画
を
策
定
し
ま
す
の
で
、そ
の
計
画

に
沿
っ
て
、引
き
続
き
人
口
減
少
対
策
に

つ
な
が
る
施
策
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

行
政
と
し
て
町
内
会
員
と
非

会
員
に
メ
リ
ッ
ト
差
を
設
け
る

な
ど
差
別
化
を
図
れ
な
い
か
。

自
治
会
は
加
入
は
任
意
で
す

が
、加
入
す
る
こ
と
で
地
域

住
民
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま

れ
、日
常
の
見
守
り
や
災
害
時
の
安
否

確
認
な
ど
、安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境

づ
く
り
に
参
加
で
き
ま
す
。ま
た
、清
掃

活
動
や
地
域
行
事
を
通
じ
た
交
流
の
機

会
が
増
え
、防
災
訓
練
や
防
犯
活
動
な

ど
地
域
の
安
全
確
保
に
も
寄
与
す
る
な

ど
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
に
貢
献

で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。市
と

い
た
し
ま
し
て
も
、地
域
の
安
全
・
安
心

や
暮
ら
し
や
す
さ
の
向
上
の
観
点
か
ら
、

非
会
員
の
皆
さ
ま
に
は
加
入
を
検
討
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。市
と
地

域
の
皆
さ
ま
が
協
力
し
な
が
ら
、よ
り
良

い
地
域
運
営
と
課
題
解
決
に
向
け
て
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　市自治会連合会（白戸英行会長）主催による「市政懇談会」が11月21日に松の館で
開催され、自治会長ら39人が出席。各地域が抱える課題や市への要望などについて、
倉光市長や市の幹部職員と意見を交わし、住みよい地域づくりに向けて、さまざまなア
イデアやそれぞれの役割について考えました。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

市自治会連合会「市政懇談会」
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　給与支払報告書総括表にもマイナンバー（個人番号・法人番号）の記載が必要です。
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際に、番号確認および身元確認を行う必要がありますので、マイナン
バーカードをお持ちください（法人は確認対象外）。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーの番号が
わかるものと身元確認ができるもの（運転免許証等）をお持ちください。郵送の場合は確認書類のコピーを同封し
てください。
　代理人の方が提出する場合は①個人事業主の方からの委任状（任意の様式でも結構です）②代理人の方の身元
確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証等）③個人事業主の方のマイナンバーの番号が確認できるも
のが必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】税務課　電話42‒2111（内線216）

▼開設場所：五所川原税務署2階
▼開設期間：2月16日(月)～3月27日(金)※土日祝日を除く。贈与税の申告相談は、火・木曜日（2月24日を除く）
▼開設時間：9時～17時、入場整理券の最終配布は16時まで
▼入場整理券等
　入場には入場整理券が必要です。入場の状況により、16時前でも入場整理券の配布を終了することがあります。
LINEを通じたオンラインによる事前発行もできます。申告書作成会場では、ご自宅からと同様に、原則としてご自
身のスマホにより、ご自身で申告書等を作成していただきます。スマホおよびマイナンバーカードをご持参ください。
マイナンバーカードの受領時に設定したパスワードが必要です。
　•「利用者証明用電子証明書」用（数字4桁）
　•「署名用電子証明書」用（英数字6～16文字）
▼スマホ等による電子申告の流れ
　①国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス②マイナポータルと
連携、マイナンバーカードをスマホで読み取り③収入や控除金額などを入力。源泉徴収票
を撮影して内容を自動入力することができます④申告内容の事前確認・送信⑤送信した
申告書等(PDFデータ)を保存・確認　　　　　　　　　　　　　　　　
【問い合わせ先】五所川原税務署　☎34‒3136

　障害者手帳等を所持していない満65歳以上の方で、要介護認定を受けていて次の要件に該当する場合は、所得
税や市・県民税の申告の際に障害者控除対象者認定書を添付することで障害者控除が受けられます。
　申請者は被保険者本人、または被保険者本人を扶養控除対象としている親族です。障害者控除対象者認定書の
交付申請は市役所介護課で受け付けし、郵送による交付となりますので、確定申告を行う前に申請してください。

注意点　対象となるのは、令和7年12月31日（死亡者は死亡日）を基準として、それ以前に6カ月以上の介護認定
期間があった方です。令和7年7月1日以降に初めて認定された方は、翌年からの適用となります。障害者手帳を
所持している方でも、この認定によって障害者控除から特別障害者控除となる場合は申請が可能です。
申　請　介護保険被保険者証（オレンジ色）にて介護度や認定有効期間をご確認の上、介護課へお越しください。
認定結果　申請の結果は、審査した上で郵送により認定書または非該当通知を送付します。被保険者一人につき一

通のみの交付となります。　　　　　　　　　　　
【問い合わせ先】介護課　電話42‒2111（内線232）

給与支払報告書を提出する際のお願い

五所川原税務署申告書作成会場を開設

要介護認定者の障害者控除について(税申告用)

確定申告作成コーナー

LINE 友達追加

障害者控除の対象となる要件 区分 控除額
(所得税)

控除額
（市・県民税）

●要介護１～３の高齢者
●要支援１～２の認知症高齢者で、日常生活自立度Ⅱa～Ⅲb

の方
障害者控除 27万円 26万円

●要介護４～５の高齢者
●要支援１～２または要介護１～３の認知症高齢者で、日常

生活自立度Ⅳ～Mの方
特別障害者控除 40万円 30万円
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